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東北地方環境事務所のご紹介

「地方環境事務所」は、環境省の地方支分部局として全国8箇所に設置されています。

東北地方環境事務所は、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県を管轄区

域として、廃棄物・リサイクル対策や地球温暖化対策、環境教育・環境保全活動の推進、公

害・化学物質対策、自然環境の保護管理、野生生物の保護管理、自然環境の保全整備

等の様々な業務を行っています。

東北地方
環境事務所



1. 地球温暖化の現状等と次期NDC達成に向けた
動きについて

2. 地球温暖化や気候変動への対策（緩和と適応）
①緩和策としての取組のご紹介
（脱炭素・デコ活のご紹介）
②適応策としての取組のご紹介
（各種分野での取組のご紹介）

目次



3

地球温暖化の現状

◼ 20世紀以降、化石燃料の使用増大等に伴い、世界のCO2排出は大幅に増加し、大気中のCO2濃度が
年々増加。

◼ 世界気象機関（WMO）は、2024年が観測史上最も暑い年であり、世界全体の年平均気温が産業革
命以前と比べて1.55℃上昇したと発表した（2025年１月）。 

工業化前と比べて、

既に約1.1℃気温が上昇

2024年は観測史上
最も暑い年であった。

（出典）気象庁HP

大気中のCO2濃度は、
工業化以前に比べて

約5１％増加※

420.0 ppm

（2023年平均）

（出典）WMO 温室効果ガス世界資料センター / 気象庁

二酸化炭素

全球大気平均CO2濃度 世界の年平均気温の変化

※工業化以前（1750年）の大気中のCO2濃度の平均的な値を
約278ppmと比較して算出
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世界の異常気象

◼ 近年、世界中で異常気象が頻発しており、気候変動の影響が指摘されている事例もある。

◼ 今後、こうした極端な気象現象が、より強大、頻繁になる可能性が予測されている。

図：1991‐2020年の平均気温に対する
2024年の平均気温の偏差 資料：

「State of the Global Climate 2024」、
気象庁HP、JaxaHPより環境省作成

大雨
2023年9月にリビアでは、9月の低気圧「Daniel」による大雨
の影響で12,350人以上が死亡したと伝えられた（EM-
DAT）。リビア北東部のベニナでは9月の月降水量52mm
（平年比963％）。
2024年東アフリカ北部～西アフリカでは、３～9月の大雨に
より合計で2,900人以上が死亡したと伝えられた（EM-
DAT）。

アフリカ

高温
2023年11月19日、ブラジル南東部のアラスアイでは、
44.8℃の日最高気温を観測し、ブラジルの国内最高記録を
更新した（ブラジル国立気象研究所）。

南米

高温
2022年7月上旬から西部を中心に顕著な高温。スペイン南部のコルドバでは、7月
12日、13日に最高気温43.6℃を観測。イギリス東部のコニングスビーでは、7月
19日に最高気温40.3℃を記録したと報じられ（イギリス気象局）、最高気温の
記録を更新。
大雨
2024年10月、スペイン東部では大雨により230人以上が死亡したと伝えられた
（スペイン政府、EM-DAT）。

ヨーロッパ

高温
2020年2月､観測史上最高の18.4℃を記録｡
海氷面積
2023年9月、冬季海氷面積として衛星観測史
上最小値を記録

南極

インド中部～パキスタン

高温
2024年６月、サウジアラビアでは熱波により
1,300人以上が死亡したと伝えられた
（EM-DAT、世界気象機関）。
大雨・洪水
2023年6～8月、アフガニスタン～インドでは、大
雨により 1,010人以上が死亡したと伝えられた
（EM-DAT）。
インド西部：アーメダバードでは3～5月の3か月
降水量81mm（平年比900％）、ベラーバル
では6月の月降水量439mm（平年比
311％）

海氷面積
2019年9月に、日あたり海氷面積が衛星観測記録史上2番目
に小さい値を記録。
2021年8月中旬に、グリーンランド氷床の標高 3,216mの最
高点で初めて降雨を観測した。

北極付近

熱帯低気圧
2024年9月、米国南東部ではハリケーン「HELENE」により
220人以上が死亡したと伝えられた（米国連邦緊急事態管
理庁）。米国のテネシー州メンフィス国際空港では月降水量
251mm（平年比392％）となった。
高温
カナダでは、2023年に発生した森林火災により約18.5万平
方キロメートルが焼失し、1983年以降で最大の焼失面積に
なったと伝えられた（カナダ省庁間森林火災センター）。

北米

高温
2024年は東・西日本と沖縄・奄美では年
平均気温が１位、及び夏・秋の２季節連続
で季節平均気温が１位の高温（タイ記録含
む）となった。

大雨

2024年は東海地方で1946年の統計開始以
降、年降水量が1998年と並んで１位タイの多
雨となった。

日本
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日本国内の気象災害の激甚化や記録的な猛暑

気候変動により大雨や台風、熱中症等のリスク増加が顕在化
激甚化・頻発化する気象災害や熱波に、今から対応する必要

広島県広島市安佐北区

H30台風21号
大阪府咲洲庁舎周辺の車両被害

令和元年台風19号
（ひまわり８号赤外画像、気象庁提供）

（写真提供：広島県砂防課）

平成30年 台風21号

非常に強い勢力で四国・関西地域に上陸。
大阪府田尻町関空島（関西空港）では最大風速46.5メートル
大阪府大阪市で最高潮位 329cm

気象庁「今回の豪雨には、地球温暖化に伴う水蒸気量の増加の寄与も
あったと考えられる。」
➢ 地球温暖化により雨量が約6.7%増加 (気象研 川瀬ら 2019))

平成30年 7月豪雨

令和元年 台風19号

大型で強い勢力で関東地域に上陸。箱根町では、総雨量が1000ミリを超える。
➢ 1980年以降、また、工業化以降(1850年以降)の気温及び海面水温の上
昇が、総降水量のそれぞれ約11％、約14％の増加に寄与したと見積もられ
る。（気象研 川瀬ら 2020）

令和６年夏の猛暑 ※地球温暖化の寄与の評価

地球温暖化を考慮した場合と考慮しなかった
場合に、異常気象などの極端な事象の発生確
率や強度が、どれくらい異なるかを定量的に評
価する手法である「イベントアトリビューション」
を用いて評価している。

気象庁「2024年の夏の平均気温は、1946年の統計開始以降、西日本と
沖縄・奄美で１位、東日本で１位タイの高温となった。」
➢ 2024年7月の記録的な高温は、地球温暖化の影響が無かったと仮定した場
合はほぼ発生しえなかったことが分かった。（文科省 2024）
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IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の科学的知見

• 現時点で約1度温暖化しており、現状のペースでいけば2030年～2052年の間に1.5度まで

上昇する可能性が高いこと、1.5度を大きく超えないためには、2050年前後のCO2排出量

が正味ゼロとなることが必要との見解を示した。

• 各国の2050年カーボンニュートラル宣言及びパリ協定の1.5℃目標の科学的根拠を提供。

1.5℃特別報告書：2018年10月公表

※ 2013年の第5次評価報告書では、「可能性が極めて高い（95％以上）」とされていた。

• 「人間の影響が大気・海洋・陸域を温暖化させてきたことは疑う余地がない」と報告書に記
載され、人間の活動が温暖化の原因であると断定※。

第1作業部会（WG1）報告書：2021年8月公表

• オーバーシュートしない又は限られたオーバーシュートを伴って温暖化を 1.5℃に抑える経路
と、温暖化を2℃に抑える即時の行動を想定した経路では、世界のGHG排出量は、
2020年から遅くとも2025年以前にピークに達すると予測される。

第3作業部会（WG3）報告書：2022年4月公表

• 「人為起源の気候変動は、極端現象の頻度と強度の増加を伴い、自然と人間に対
して、広範囲にわたる悪影響と、それに関連した損失と損害を、自然の気候変動の
範囲を超えて引き起こしている」と言及された。

第2作業部会（WG2）報告書：2022年2月公表

• 継続的な温室効果ガスの排出は更なる地球温暖化をもたらし、

短期（多くのシナリオでは2030年代前半）のうちに1.5℃に到達すること、温暖化を1.5℃

又は2℃に抑えるには、急速かつ大幅で、ほとんどの場合緊急の温室効果ガスの排出削減が

必要であるとの見解を示した。

統合報告書：2023年３月公表

第６次評価サイクルの成果

◼ IPCCは、WMO（世界気象機関）とUNEP（国連環境計画）により1988年に設置された政府間組織であり、世界の政策決定者等に対し、科学的知見を提供し、
気候変動枠組条約の活動を支援。

◼ これまでに６次にわたり評価報告書を作成・公表。直近の第６次評価報告書の概要は以下の通り。
◼ 文部科学省と気象庁が本年３月に公表した『日本の気候変動2025ー大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書』において、世界平均気温が4℃上昇した

場合、日本では約99回の高温（工業化以前は100年に1回）、約5.3回の大雨（工業化以前は100年に1回）現れると予測

※出典：『日本の気候変動2025』を公表しました | 気象庁

https://www.jma.go.jp/jma/press/2503/26a/ccj2025.html
https://www.jma.go.jp/jma/press/2503/26a/ccj2025.html
https://www.jma.go.jp/jma/press/2503/26a/ccj2025.html
https://www.jma.go.jp/jma/press/2503/26a/ccj2025.html
https://www.jma.go.jp/jma/press/2503/26a/ccj2025.html
https://www.jma.go.jp/jma/press/2503/26a/ccj2025.html
https://www.jma.go.jp/jma/press/2503/26a/ccj2025.html
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各国のエネルギー起源CO2排出量の推移

◼ 各国のCO2排出量は、1990年から現在にかけて大きく変化。
世界のCO2排出削減には、主要排出国（中国、米国、インドなど）の取組が鍵を握る。

◼ 2015年のCOP21でパリ協定が採択。それまでの「京都議定書」とは異なり、先進国・途上国の区別なく、す
べてのパリ協定締約国（195カ国・地域）が、温室効果ガスの削減目標を策定した。
※米国は大統領令により、パリ協定を脱退表明

IEA「Greenhouse Gas Emissions from Energy (2024)」「World Energy Outlook (2024)」等に基づいて環境省作成

1990年

205億トン

2022年（現在） 2030年（予測）

341億トン 362億トン

各国のエネルギー起源CO2排出量の比較

※2030年（予測）はStated Policies Scenarioに基づく排出量
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主要国の温室効果ガス削減目標（NDC）の状況

◼ 2025年３月21日時点で、2035年以降のNDCを提出している国は、日本を含めて18か国※。
※UAE、ブラジル、（米国）、ウルグアイ、スイス、英国、NZ、アンドラ、エクアドル、セントルシア、シンガポール、マーシャル諸島、ジンバブエ、カナ

ダ、日本、モンテネグロ、モルディブ、キューバ

NDC等の目標 対象ガス
ネット・ゼロ
長期目標

日本
2035年度に▲60%（2013年度比）

2040年度に▲73%（2013年度比）
※2030年度に▲46%、50％の高みに向けた挑戦の継続（2013年度比）

全てのGHG 2050年

米国
2035年に▲61-66％（2005年比）※バイデン政権時に策定
※2030年に▲50-52％（2005年比）

全てのGHG 2050年

英国
2035年に少なくとも▲81％（1990年比）
※2030年に少なくとも▲68%（1990年比）

全てのGHG 2050年

EU
2030年に少なくとも▲55%（1990年比）

全てのGHG 2050年2040年に▲90%（1990年比）※欧州委員会案

カナダ
2035年に▲45-50％（2005年比）
※2030年に▲40-45％（2005年比）

全てのGHG 2050年

ニュージーランド
2035年に▲51-55％（2005年比）
※2030年に▲50％（2005年比）

全てのGHG 2050年

スイス
2035年に少なくとも▲65％（1990年比）
※2030年に少なくとも▲50％（1990年比）

全てのGHG 2050年

中国
2030年までにCO2排出量を削減に転じさせる
GDP当たりCO2排出量を▲65%超（2005年比）

CO2のみ
※2035年までに経済全体で全ての
GHGをカバーするNDC提出を目指す

2060年

インド
2030年までにGDP当たりCO2排出量を▲45%（2005年比）
※発電設備容量の50%を非化石燃料電源

CO2のみ 2070年

ブラジル
2035年までに▲59～67％（2005年比）
※2025年までに▲48.4%（2005年比）

 2030年までに▲53.1%（2005年比）

全てのGHG 2050年

UAE 2035年に▲47％（2019年比） 全てのGHG 2050年

※黄色網掛け部分が2035年以降のNDC。主要国のNDC
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我が国の排出・吸収量の状況及び新たな削減目標（NDC）

◼ 我が国は、2030年度目標と2050年ネット・ゼロを結ぶ直線的な経路を、弛まず着実に歩んでいく。

◼ 新たな削減目標については、1.5℃目標に整合的で野心的な目標として、2035年度、2040年度において、
温室効果ガスを2013年度からそれぞれ60％、73％削減することを目指す。

◼ これにより、中長期的な予見可能性を高め、脱炭素と経済成長の同時実現に向け、GX投資を加速していく。

たゆ

14.0

-2.0

0.0
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算
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排出量 吸収量 排出・吸収量 2013年度比50%減

2023年度排出・吸収量実績
▲27.1%
10.2億トン

2030年度目標
▲46％

2035年度目標
▲60％

2040年度目標
▲73％

2050年目標
排出・吸収量：０
（ネット・ゼロ）

※目標は全て2013年度比
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次期NDC達成に向け地球温暖化対策計画に位置付ける主な対策・施策

《エネルギー転換》

《横断的取組》

⚫再エネ、原子力などの脱炭素効果の高い電源を最大限活用

⚫ トランジション手段としてLNG火力を活用するとともに、水素・ア
ンモニア、CCUS等を活用した火力の脱炭素化を進め、非効
率な石炭火力のフェードアウトを促進

⚫ 脱炭素化が難しい分野において水素等、CCUSの活用

《産業・業務・運輸等》

⚫ 「成長志向型カーボンプライシング」の実現・実行

⚫循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行
→再資源化事業等高度化法に基づく取組促進、廃棄物処理
×CCUの早期実装、太陽光パネルのリサイクル促進等

⚫森林、ブルーカーボンその他の吸収源確保に関する取組

⚫ 日本の技術を活用した、世界の排出削減への貢献
→アジア・ゼロエミッション共同体（AZEC）の枠組み等を基

礎として、JCMや都市間連携等の協力を拡大

《地域・くらし》

⚫地方創生に資する地域脱炭素の加速（地域脱炭素ロードマップ）

→2030年度までに100以上の「脱炭素先行地域」を創出等

⚫ 省エネ住宅や食ロス削減など脱炭素型のくらしへの転換

⚫高断熱窓、高効率給湯器、電動商用車やペロブスカイト太陽
電池等の導入支援や、国や自治体の庁舎等への率先導入に
よる需要創出

⚫ Scope3排出量の算定方法の整備などバリューチェーン全体
の脱炭素化の促進

◼ 次期NDC 達成に向け、エネルギー基本計画及びGX2040ビジョンと一体的に、主に次の対策・施策を実施。

◼ 対策・施策については、フォローアップの実施を通じて、不断に具体化を進めるとともに、柔軟な見直しを図る。

⚫ 工場等での先端設備への更新支援、中小企業の省エネ
支援

⚫ 電力需要増が見込まれる中、半導体の省エネ性能向上、
光電融合など最先端技術の開発・活用、データセンターの
効率改善

⚫ 自動車分野における製造から廃棄までのライフサイクルを
通じたＣＯ２排出削減、物流分野の省エネ、航空・海運
分野での次世代燃料の活用
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２．地球温暖化や気候変動への対策
（緩和と適応）
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気候変動対策は大きくふたつ

肥料 衣服 ギプス

地球温暖化が進まないように原因となっている温室効果ガスが出る量を減らしていく
（＝緩和）とともに、暖かくなっても安全に生活できるように影響に備える（＝適応）
ことが必要。

出典：気候変動適応情報プラットフォーム「気候変動適応とは」
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２-①．緩和策としての取組のご紹介
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２－① 緩和策としての取組のご紹介

肥料 衣服 ギプス

出典：気候変動適応情報プラットフォーム「気候変動適応とは」
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再生可能エネルギーの活用

肥料 衣服 ギプス

再生可能エネルギーの活用：エネルギーの脱炭素化

化石燃料を使わずにエネルギーをつくる

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させる（カーボンニュートラル）
ためには、再生可能エネルギーを多く取り入れることが必要。
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地域脱炭素（地域GX）について

◼ 2050年ネットゼロ・2030年度46％削減の実現には、地域・くらしに密着した地方公共団体が主導する地域脱
炭素の取組が極めて重要。

◼ 地域特性に応じた地域脱炭素の取組は、エネルギー価格高騰への対応に資するほか、未利用資源を活用した産
業振興や非常時のエネルギー確保による防災力強化、地域エネルギー収支（経済収支）の改善等、様々な地
域課題の解決にも貢献し、地方創生に資する。

防災力・レジリエンス強化
➢ 避難所等への太陽光・蓄電池の設置によるブラックアウトへの対応

➢ 自営線マイクログリッド等による面的レジリエンスの向上・エネルギー効率利用

農林水産業振興
➢ 営農型太陽光発電収入やエネルギーコスト削減による経営基盤の安定・改善

➢ 畜産バイオマス発電収入や畜産廃棄物コスト削減による経営基盤の安定・改善

➢ 林業の新たなサプライチェーン・雇用の創出

企業誘致・地場産業振興
➢ 大規模な電力需要施設であるデータセンター、半導体企業等の誘致

➢ 太陽光発電や風力発電などの関連地域産業の育成

➢ 循環型産業（太陽光パネルリサイクル産業等）の育成

観光振興
➢ 観光地のブランド力向上、インバウンド強化

再エネの売電収益による地域課題解決
➢ 地域エネルギー会社等が再エネ導入等により得た利益の一部を還元し、地域

課題解決に活用

・ 地域公共交通の維持確保

・ 少子化対策への活用

・ 地域の伝統文化の維持に対する支援 等

地域経済活性化・地域課題の解決

・豊富な日照
→太陽光発電

・良好な風況
→風力発電

・間伐材や端材
・畜産廃棄物
→バイオマス発電

・荒廃農地
→営農型太陽光

・豊富な水資源
→小水力発電

・火山、温泉
→地熱発電、

 バイナリー発電

地域特性に応じた
再エネポテンシャル

産官学金労言

地方公共団体・
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地域脱炭素ロードマップ（令和３年６月９日国・地方脱炭素実現会議※決定・同年10月22日閣議決定地球
温暖化対策計画）に基づき、脱炭素事業に意欲的に取り組む地方公共団体等を複数年度にわたり継続的かつ包
括的に支援する地域脱炭素推進交付金 により、

①脱炭素先行地域：脱炭素と地域課題解決の同時実現のモデルとなる脱炭素先行地域を2025年度までに少なく
とも100か所選定し、2030年度までに実施

②重点対策加速化事業：全国で重点的に導入促進を図る屋根置き太陽光発電、ZEB(ゼロエネルギービルディング)、
ZEH (ゼロエネルギーハウス)、EV(電動車）等の重点対策加速化事業を実施

★

地域脱炭素ロードマップ(令和3年6月9日国・地方脱炭素実現会議決定）の概要
地域脱炭素ロードマップの主要施策

★★

（令和４年度創設、令和７年度予算額：385.2億円、令和６年度予算：425.2億円）

〇見えてきた課題や新しい技術への対応

脱
炭
素
で
強
靭
な
活

力
あ
る
地
域
社
会
を

全
国
で
実
現

全
国
で
多
く
の

脱
炭
素
ド
ミ
ノ

〇少なくとも100か所の脱炭素先行地域を選定

〇全国で重点対策加速化事業を選定

※国・地方脱炭素実現会議構成メンバー
＜政府＞ 内閣官房長官（議長）、 環境大臣（副議長）、 総務大臣（同）、

内閣府特命担当大臣（地方創生）、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣

＜地方自治体＞ 長野県知事、軽米町長、横浜市長、津南町長、大野市長、壱岐市長

2022 2030 20502025

〇地域脱炭素の基盤（地域金融機関・地域中核企業・

都道府県等を巻き込んだ横展開の取組）を構築
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◼ 地域脱炭素ロードマップに基づき、2025年度までに少なくとも100か所の脱炭素先行地域を選定
し、脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組実施の道筋をつけ、2030年度までに実行

◼ 農村・漁村・山村、離島、都市部の街区など多様な地域において、地域課題を解決し、住民の暮ら
しの質の向上を実現しながら脱炭素に向かう取組の方向性を示す。

スケジュール

脱炭素先行地域とは

民生部門（家庭部門及び業務その他部門）の電力消
費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利
用等も含めてその他の温室効果ガス排出削減も地域特
性に応じて実施する地域。

脱炭素先行地域とは

民生部門の
電力需要量

再エネ等の
電力供給量

省エネによる
電力削減量＋＝

第1回選定 第２回選定 第３回選定 第４回選定 第5回選定 第６回選定 第７回選定

募集期間 ＜2022年＞
１月25日～
２月21日

＜2022年＞
７月26日～
８月26日 

＜2023年＞
２月７日～
２月17日

＜2023年＞
８月18日～
８月28日

＜2024年＞
６月17日～
6月28日

＜2024年＞
２月３日～
２月６日

未定

結果公表 ４月26日 11月1日 ４月28日 11月7日 ９月27日 ５月９日 未定

選定数 26（提案数79） 20（提案数50） 16（提案数58） 12（提案数54） ９（提案数46） 7（提案数15） -

2020 2030 20502025

地域特性に応じた取組の実施に道筋

①少なくとも100か所の脱炭素先行地域
②重点対策を全国津々浦々で実施

全
国
で
多
く
の
脱
炭
素
ド
ミ
ノ

2050年を
待たずに

脱
炭
素
地
域
社
会

を
全
国
で
実
現

快適・利便
断熱・気密向上
公共交通

循環経済
生産性向上
資源活用

地域課題を解決し、地域の魅力
と質を向上させる地方創生へ

経済・雇用
再エネ・自然資源地産地消

防災・減災
非常時のエネルギー源確保

生態系の保全

2030年度までに実行
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脱炭素先行地域の選定自治体（第１回～第６回）

◼ 脱炭素と地域課題解決の同時実現のモデルとなる脱炭素先行地域を2025年度までに少なくとも100か所
選定し、2030年度までに実現する計画。

◼ 第１回から第６回までで、全国40道府県117市町村の88提案（40道府県71市36町9村）を選定し、
取組を実施。

年度別選定提案数 （共同で選定された市町村は1提案としてカウント、括弧内は応募提案数）

R4 R5 R6 R7

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回

25
(79)

19
(50)

16
(58)

12
(54)

9
(46)

7
(15)
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脱炭素先行地域等の地方創生・地域経済活性化に資する事例（地域GX）

＜農林水産業振興＞

＜まちづくり＞

＜その他地域課題解決＞

＜企業誘致・地場産業育成＞

⑨営農型太陽光発電に
よる農業の持続性向上
（千葉県匝瑳市）

⑩脱炭素×スマート農業
（島根県邑南町）

①再エネ産業団地の創出
×データセンター等誘致
（北海道石狩市）

②国産中型風力発電×国産

メーカー・地元事業者育成
（北海道厚沢部町）

③県主導のRE100産業エリア

の創造×半導産業等誘致
（熊本県・益城町）

④脱炭素×金属工業団地

（使用済みPVリサイクル）
（富山県高岡市）

＜観光振興・インバウンド＞

⑰脱炭素×赤字ローカル線維持

（長野県上田市）

⑬文化遺産の脱炭素化
×観光振興（京都府京都市）

⑪木質バイオマス発電
による林業活性化
（高知県梼原町）

＜防災力・レジリエンス強化＞

⑮避難所等への太陽光・蓄電池の
設置によるブラックアウトへの対応

（石川県珠洲市）

⑫脱炭素×観光地活性化
（島根県松江市）

⑧営農型太陽光発電による
津波被災跡地の活用

（岩手県陸前高田市）

⑱地域協働型小水力発電による地
域内資金循環（岐阜県高山市）

※令和６年能登半島地震で珠洲市役所で導入した
太陽光発電及び蓄電池が機能発揮

⑤再エネ工業物流エリアの創出

（静岡県静岡市）

⑯下水処理場の脱炭素化×住民負
担の軽減（秋田県・秋田市）

⑥LRT沿線を核としたまちの脱炭素化
（栃木県宇都宮市・芳賀町）

 

 

₰ ǂǱǵǛ

ȖɌɜȺȢ 
ȖɌɜȺȢ 

ȯȘȷȺºȘ 
ȯȘȷɓȞºȪȺºȘ 

¥₰ ǂǱǵǛ ȑɓȋ 

█¥2023 3 Ǟ Ǌǒ₰ ǂǱǵǛ ǡ 
ȨºɈȳɔȼɔ 

ZED石狩

⑭脱炭素×復興まちづくり（福島県浪江町）

⑲脱炭素×地域バス路線維持

（鳥取県鳥取市）

※脱炭素と地域課題解決の同時実現モデルとなる
脱炭素先行地域として、全国40道府県117市
町村の88提案を選定

※ 1,161自治体（46都道府県644市22特別
区389町60村）が 「2050年までに二酸化炭
素排出実質ゼロ」（ゼロカーボンシティ）を表明
済み。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨⑩

⑪

⑫
⑬

⑭⑮

⑯

⑰⑱

⑦畜産ふん尿等を活用
した全町脱炭素化
（北海道上士幌町）

”農作物：大麦・大豆””農作物：ブドウ”

⑲

現在運行中のコミュニティバス

地元高校のスマート農業ハウス

浪江駅周辺の再開発完成イメージ
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「デコ活」（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）とは

○ 脱炭素につながる新しい豊かな暮らしの実現に向けた国民の行動変容、ライフスタイル転換のうねり・

ムーブメントを起こすべく、新しい国民運動を開始し、世界に発信します。

脱炭素の実現に向け、暮らし、
ライフスタイルの分野でも大幅
なCO2削減が求められます。

しかし、国民・消費者の行動
に具体的に結びついていると
は、まだ言えない状況です。

国際的にも（G7・G20等に
おいて）、
• 我が国から製品・サービ
スをパッケージにした新し
いライフスタイルの提案・
発信

• 官民連携によるライフ
スタイル・イノベーション
の国際協調を提案・発
信

国内での新たな消費・行
動の喚起とグローバルな
市場創出・マーケットイン
を促します。

2 国、自治体、企業、団体
等で共に、国民・消費者の
新しい暮らしを後押しします。

例えば10年後など、脱炭
素につながる将来の豊かな
暮らしの全体像、絵姿をお示
しします。

1

2 ↓
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デコ活の全体像（脱炭素につながる将来の豊かな暮らしの絵姿）

〇 今から約10年後、生活がより豊かに、より自分らしく快適・健康で、そして2030年温室効果

ガス削減目標も同時に達成する、新しい暮らしを提案をします。

※新しい暮らしの根拠や数値のバックデータは、https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/から確認を。

https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/
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【参考】デコ活の背景（1/2）

○脱炭素の実現に向けては、2030年家庭66％、運輸35％、非エネ14％、業務51％削減など、暮らし、
ライフスタイルの分野でも大幅な削減が求められます。

地球温暖化対策計画（令和３年）の概要

出典: 地球温暖化対策計画 概要
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【参考】デコ活の背景（2/2）

○国民・消費者の9割が脱炭素という用語を認知している一方、そのために何をしたらよいか分からないなど、
具体的な行動に結びついているとは言えない状況にあります。

あまり意識して行動してない

ある程度意識して行動している

どちらともいえない

非常に意識して行動している

出典: 博報堂 「第二回 生活者の脱炭素意識＆アクション調査」 ～2022 年 3 月調査結果～

「脱炭素」という言葉を知っている人は90.8％、
行動に移している人は33.1％

脱炭素について若年層では、「よくわからない」、
「意識・貢献できる瞬間がない」と回答した人が約6割に

どの程度脱炭素社会に向けた行動をしているか

まったく意識して行動してない

脱炭素社会の実現に向けて取り組むことについて、
正直どのように思うか（とてもそう思う＋そう思う）
（10-20代の回答）

正直 、 よ く わ か ら な い の で 、 や る べ 
き こ と を 決 め て く れ た ら 従 う

59.4

正 直 、 意 識 ・ 貢 献 で き る 具 体 的 
な 瞬 間 が な い

58.5

正 直 、 自 分 一 人 で や っ て も 変 わ ら 
な い

56.9

正 直 、 取 り 組 む モ チ ベ ー シ ョ ン が 
続 か な い

50.2

(%)

3.5
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２－② 適応策としての取組のご紹介

肥料 衣服 ギプス

出典：気候変動適応情報プラットフォーム「気候変動適応とは」
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７つの分野の適応策

農林水産業 水環境・水資源 自然生態系

自然災害 健康 産業・経済活動 国民生活

高温に強い品種の
導入

高水温に強い品種の
導入

生息生物や生息環境
のモニタリング

生息環境の保護

堤防等の整備

ハザードマップや避難
経路の確認

適切なエアコンの
使用

こまめな水分補給

作業員の安全管理

災害発生時等の業
務継続計画
（BCP）の策定 お祭りの時期の変

更

地下鉄の入り口に止
水板の設置

雨水タンクの設置

水質のモニタリング

気候変動
適応計画

27
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適応策としての取組（農作物）

ギプス

暑さに強い品種開発
・

作付け時期の調整

作物の日焼け防止
・

日よけの設置

生活に身近なお米でも
これだけの暑さに強い品
種が開発されている！

イラスト出典：気候変動適応情報プラットフォーム
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適応策としての取組（農林水産）

ギプス

リンゴ王国の新たな
経営スタイル

リンゴからモモへの
転換

＜東北の事例１（青森県）＞

＜東北の事例２（福島県）＞

海が暖かくなって東北でもフグが
獲れる！？

リンゴよりモモの方が暑さに強い ⇒ リンゴが収穫しづらい時期はモモにシフト
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【参考】

肥料

自社の事業活動において、
気候変動から受ける影響を低減させる

生産拠点での被災防止策や
サプライチェーンでの大規模災害防止対策など

適応をビジネス機会として捉え、
他者の適応を促進する製品やサービス

を展開する

災害の検知・予測システム、暑熱対策技術・製品、 
節水・雨水利用技術など
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適応策としての取組（健康面）

肥料 衣服

■健康面での工夫
⇒例えば、「熱中症対策」も普段からできる適応策の１つ。

備
え
る

イラスト出典：気候変動適応情報プラットフォーム



御清聴ありがとうございました。
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